
次期埼玉県男女共同参画基本計画（議決計画）の策定について

（１）男女共同参画社会基本法第14条及び埼玉県男女共同参画推進条例第12条に基づき、知事が策定する県の男女共同参画の推進に関する施策を総
合的かつ計画的に推進するための基本的な計画 

（２）女性活躍推進法第６条第１項に基づく都道府県推進計画（計画の一部）
（３）新たに「配偶者等からの暴力防止及び被害者支援計画」及び「困難な問題を抱える女性支援基本計画」を統合・整理を行い、一体的に推進

令和９年度から令和１３年度まで（５年間）

人権・男女共同参画課

・継続性を配慮し現行計画を継承しつつ、国の第６次男女共同参画基本計画、社会情勢の変
化、「意識・実態調査（Ｒ７県実施）」の結果などを踏まえて策定する

【社会情勢の変化】
・出産・育児による女性の正規雇用比率低下幅の減少
・様々な場における多様な価値観の醸成
・少子高齢化、人口減少の加速

・ジェンダーに基づく暴力根絶の認識の広がり など

【課題】

・根強く残る固定的性別役割分担意識

・人口減少社会、独居高齢者の増加

・潜在化しやすいＤＶ・性暴力等の防止と被害回復 など

上記４及び右記条例の基本理念を踏まえ、計画全体を貫く基本的な視点として以下を設定
１ あらゆる分野で男女の人権を尊重する
２ 男女共同参画・女性活躍を推進し、誰もが心身ともに健康で幸福を感じる（Well-being）社会を実現する
３ 誰もが望む形で仕事と家庭を両立できる環境をつくる
４ ジェンダーに基づく暴力の根絶を目指すとともに、様々な困難を抱える人への支援を行う
５ 施策全体にジェンダー主流化の視点を取り入れる

【参考：条例の基本理念】

１ 男女の人権の尊重

２ 社会における制度や慣行につい

ての配慮

３ 政策や方針の立案及び決定への

共同参画

４ 家庭生活における活動と社会

生活における活動の両立

５ 生涯にわたる性と生殖に関する

健康と権利の尊重

６ 国際的協力

１ 計画の位置付け

２ 計画の期間 ３ 計画策定の考え方

４ 社会情勢の変化と課題

５ 計画を推進するための基本的な視点

資料４



目指す姿 基本目標 施策の基本的方向

Ⅰー１ 政策や方針の立案及び決定
への女性の参画拡大

①県における政策・方針決定過程への女性の参画拡大
②市町村、事業所・各種団体における政策・方針決定過程への女性の参画拡大
③女性の人材発掘・育成・活躍の推進

Ⅰー２ 生活の場における男女共同
参画の推進

①共働き、共育ての実現に向けた仕事と育児の両立支援、男女双方の意識改革・理解促進【表記修正】
②家庭と仕事・地域活動の両立の促進
③子育て・介護の社会的支援【表記修正】 

Ⅱー１ 働く場における女性活躍の
推進

①女性の就業・復職・起業支援
②女性の就業継続・キャリア形成支援
③女性活躍に関する情報発信

Ⅱー２ 誰もが働きやすい職場環境
づくり

①働き方改革の更なる推進と多様で柔軟な働き方の実現【表記修正】
②男女の均等な雇用機会と待遇確保の促進及び各種ハラスメントに係る意識啓発と防止対策の徹底【表記修正】
③多様な働き方における就業環境の整備、再就職等の支援【表記修正】

Ⅲー１ ジェンダーに基づくあらゆる
暴力の根絶

①ジェンダーに基づくあらゆる暴力の防止と被害者支援の基盤強化【一部新規】
②配偶者等への暴力の防止及び被害者の保護・支援の推進
③あらゆる性犯罪・性暴力への対策の推進【表記修正】
④こども、若年層に対する性暴力の根絶に向けた対策の推進
⑤セクシュアル・ハラスメント防止対策の推進
⑥生活再建のための自立支援の充実とこどもの安全確保・成長支援【DV防止計画から】
⑦民間団体との連携・協働等の充実【DV防止計画から】
⑧ストーカー行為・人身取引・売買春などへの対策の推進【表記修正】

Ⅲー２ 生活上の様々な困難への支
援と多様性の尊重

①困難な問題を抱える女性への包括的かつ継続的な支援【困難女性支援計画から】
②民間団体との連携・協働等による困難な問題を抱える女性への支援体制の充実【困難女性支援計画から】
③高齢者がいきいきと活躍し、安心して生活できる支援
④障害者、外国人、性的マイノリティなど配慮を必要とする人への支援
⑤男女共同参画に関する国際理解、国際交流・国際協力の推進

Ⅲー３ 生涯を通じた男女の健康支
援と命への配慮

①生涯にわたる性と生殖に関する健康と権利に基づく取組の促進
②生涯にわたる男女の健康の包括的な支援
③健康をおびやかす問題についての対策の推進
④スポーツを通じた健康確保・スポーツ分野における女性の参画拡大【表記修正】
⑤医療分野における女性の参画拡大【表記修正】

Ⅲー４ 男女共同参画の視点に立っ
た防災対策の推進

①防災・災害復興時における意思決定過程への女性の参画拡大
②防災訓練や自主防災組織などにおける男女共同参画の推進
③男女共同参画の視点に立った防災・復興体制の充実

Ⅳー１ 固定的性別役割分担意識や
無意識の思い込み（アンコン
シャス・バイアス）の解消

①固定的性別役割分担意識の解消に向けた広報・啓発活動の推進
②男女共同参画に関する法制度や救済制度の活用能力の向上及び相談・情報提供による支援
③ジェンダー主流化の視点を取り込んだ企画立案及び実施の推進【新規】
④メディアにおける男女の人権、とりわけ女性の人権を尊重する自主的な取組への働きかけ
⑤人権を侵害するような性・暴力表現を扱ったメディアからの青少年などの保護

Ⅳー２ 男女共同参画の視点に立っ
た教育・学習の充実

①男女共同参画の視点に立ったジェンダー平等教育の推進
②男女共同参画の視点に立った家庭教育の促進
③男女共同参画を推進し多様な選択を可能とする学習の推進

Ⅰ あらゆる分野における
男女共同参画の推進

Ⅱ 経済社会における
 女性活躍の拡大

Ⅲ 誰もが安全・安心に
暮らせる社会の実現

困難女性支援法

DV防止法

女性活躍推進法
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目標の副題案

（目標）男女共同参画社会の実現

（以下副題案）

① ～多様な個性と能力が輝く、誰もが活躍できる埼玉へ～

② ～あらゆる人権が尊重され、ジェンダー平等実現の埼玉へ～

③ ～誰もが暮らしやすい、Well-being実現の埼玉へ～

【参考 現行計画の副題】

～人権が尊重され、誰もが活躍できる埼玉へ～

次期男女共同参画基本計画（議決計画）の策定について



想定スケジュール

（令和７年度）

令和８年１月～３月 計画体系・骨子の検討

２月～３月 計画体系・骨子の庁内照会

３月２３日 第６９回（令和７年２回目）男女共同参画審議会へ諮問

（令和８年度）

５月～６月 計画素案の作成・庁内意見照会等

  ７月 第７０回（令和８年１回目）男女共同参画審議会（計画案の検討）

８月～９月 男女共同参画推進会議幹事及び庁内意見照会

９月 第７１回（令和８年２回目）男女共同参画審議会（計画案の検討）

９月 県民コメント用計画案の作成

10月 県民コメントの実施（１か月間）

11月 第７２回（令和８年３回目）男女共同参画審議会（県民コメント反映後の計画案の検討）

12月 男女共同参画審議会から答申、最終計画案の作成

  令和９年２月 ２月定例会へ付議

３月 ２月定例会議決

        ３月  計画の策定・公表

次期男女共同参画基本計画（議決計画）の策定について



【参考１】条例の基本理念と現行計画の基本目標等について



【参考２】現行計画の体系等について



【参考２】現行計画の指標について



これまでの男女共同参画に関する国と県の動向
年 国の動き 県の動き

平成12年 男女共同参画基本計画策定 埼玉県男女共同参画推進条例施行

平成13年 内閣府に男女共同参画局設置
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律成立

平成14年 埼玉県男女共同参画推進プラン2010策定
埼玉県男女共同参画推進センター開設

平成16年 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律改正

平成17年 男女共同参画基本計画（第2次）策定

平成18年 男女雇用機会均等法一部改正 配偶者等からの暴力防止及び被害者支援基本計画策定

平成19年 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律改正 埼玉県男女共同参画推進プラン2010中間見直し、埼玉県男女共同参画推進プランと
する

平成21年 配偶者等からの暴力防止及び被害者支援基本計画（第2次）策定

平成22年 男女共同参画基本計画（第3次）策定

平成24年 埼玉県男女共同参画基本計画（平成24～28年度）策定
配偶者等からの暴力防止及び被害者支援基本計画（第3次）策定

平成25年 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律改正

平成27年 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律成立・施行
男女共同参画基本計画（第4次）策定

平成29年 埼玉県男女共同参画基本計画（平成29～33年度）策定
配偶者等からの暴力防止及び被害者支援基本計画（第4次）策定

令和元年 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律改正

令和2年 男女共同参画基本計画（第5次）策定

令和4年 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律成立 埼玉県男女共同参画基本計画（令和4～8年度）策定
配偶者等からの暴力防止及び被害者支援基本計画（第5次）策定

令和5年 ジェンダー主流化試行点検の実施

令和6年 埼玉県困難な問題を抱える女性支援基本計画（令和6～8年度）策定
ジェンダー主流化事業点検の実施

令和8年 男女共同参画基本計画（第6次）策定予定

令和9年 埼玉県男女共同参画基本計画（令和9～13年度）策定
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